
放射線診療の従事者に対する
「診療用放射線の安全利用のための研修」に

関するお知らせ

　医療法施行規則の一部改正に伴い、エックス線装置等を備えている医療
機関では、2020 年 4月より「診療用放射線の安全利用のための研修（以
下、医療放射線研修）」を実施することが義務付けられました。
　これにより、放射線診療に従事するスタッフに対して医療放射線研修を1
年に1 回程度実施することが求められ、立入検査の際にも、研修実施の有
無が確認されている状況です。
　当該研修について、公益社団法人 日本医学放射線学会から、医療放
射線研修の動画が無料公開されているのでご紹介します。
　下記 URLまたは二次元バーコードから日本医学放射線学会のホーム
ページにアクセスいただき、ページに記載された手順に従ってお手続きをお願
いします。
　なお、当該研修会を受講したことが外形的に確
認できるよう、ご視聴の際には研修の内容（開催場
所、開催日時、受講者氏名、研修項目等）を記録
することが必要になりますのでご留意ください。
〈http://www.radiology.jp/for_medical_facility/ 
20220628_01.html〉

＜参考：各職種で受講が求められる研修の内容＞




